
周産期医療情報について

〇 母子保健医療行政の向上のため、都要綱に基づき周産期母子医療センター及び周産期連携病院から患者データを収集

（課題）・入力項目が膨大（母・児の状態や分娩時・後の状況等、母児合わせて一分娩につき130項目程度）で手間がかかる

・収集データについては、母子医療統計として医療機関・区市町村等向けに発行しているほか、病院からの

個別の依頼に応じて、都側でデータ解析を行い病院側へ還元できることとなっているが、平成24年度以降

この依頼がなく、収集した統計が十分に活用されていない 等

⇒ 患者データの今後の活用方針等について議論するため、令和５年度に周産期医療情報の活用に関する検討会を開催

（上記について、令和４年度東京都周産期医療協議会（R5.3.22実施）にて報告済）

検討会の概要

〇 検討会委員

〇 検討会実施回数：R5.8～R6.2の計５回（産科・小児新生児科合同又は個別開催）

〇 検討会での方向性

・医師等の入力負担の軽減等のため、都独自様式での提出は必要とせず他の手段にて提出

産科：日本産婦人科学会に提出している周産期データ（周産期登録事業）（都患者データと類似）での提出を基本

小児新生児科：新生児のDPCデータ（患者属性や病態等の情報、診療の情報等）での提出を基本

・今後の取組や臨床につなげるため、入院した児について母の状態や分娩の状況がどう影響するか等を明らかにする

よう、収集した母と子（産科、小児新生児科）のデータを統合した上で、周産期母子医療センター等も全てのデー

タを直接活用できるようにする（NICU入院児実態調査など他の調査についても必要に応じてデータをリンク）

・周産期母子医療センター等においては個別データを閲覧できるようになることから、母子医療統計について、区市

町村や都民向けの内容（周産期医療に関する地域ごとの傾向、妊娠を望む人や妊婦等が参考とできるような内容等）に改定
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検討会での方向性に基づき、今後、本事業内容の再検討・変更を実施予定

〇：会長 （五十音順）（敬称略）
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